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○愛知淑徳大学大学院グローバルカルチャー・  

コミュニケーション研究科規程  

（ 趣旨 ）  

第 １ 条  愛 知 淑 徳大 学 大学 院 グ ロ ー バル カ ルチ ャ ー・ コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン 研 究科 （以

下 「研 究 科 」 と いう 。） が愛 知 淑 徳 大 学大 学 院学 則 （ 以 下 「大 学 院学 則 」 と い う 。）

第 １条 に 則 り 、 次の 号 に掲 げ る 目 的 を達 す るた め 、 教 育 課程 、 授業 、 研 究 指 導、 成

績 評価 等 及 び 運 営等 に つい て 、大 学 院 学則 に 定め る も の の ほか 必 要な 事 項 を 定 める 。 

２  こ の 規 程 に 定め る もの の ほ か 、 研究 科 の教 育 課 程 等 に関 し 必要 な 事 項 は 、研 究 科

委 員会 の 定 め る とこ ろ によ る 。  

（ 教育 の 目 的 ）  

第 ２ 条  研 究 科 は 、「 言 語文 化 コ ー ス 」・「 交 流 文化 コ ー ス 」の ２ つ の コー ス を 有 機 的に

連 携さ せ る こ と によ り 、学 際 的 そ し て実 用 的な 言 語 の 運 用能 力 を重 視 し 、 社 会科 学

的 な情 報 分 析 能 力に 裏 打ち さ れ た 実 行力 で 、グ ロ ー バ ル 社会 で 研究 ・ 実 践 に 積極 的

に 携わ る 人 材 の 養成 を めざ し て い る 。  

（ 教育 課 程 編 成 の基 本 方針 ）  

第 ３ 条  博 士 前 期 課 程 にお い て は 学 部で の 学修 成 果 を 踏 まえ て 、高 度 な知 識・ 技 術 を

有 する 専 門 職 業 人を 養 成す る こ と を 主眼 に して い る 。 専 門領 域 に特 化 し た よ り深 い

学 修・ 研 究 を 行 うと と もに 、 一 方 で は専 門 性を 多 角 的 に 検討 し 、ま た 実 践 す る広 範

な 学修 を 可 能 に する 複 合的 な 教 育 課 程を 編 成す る 。 博 士 後期 課 程に お い て は 、前 期

課 程で の 学 修 ・ 研究 成 果を 踏 ま え て 、専 門 分野 に お け る 研究 を 一層 深 化 発 展 させ る

こ とに よ り 、 グ ロー バ ル社 会 の 養 成 に応 え た高 度 な 知 識 ・技 術 ・見 識 を 有 す る専 門

職 業人 を 養 成 す る一 方 、自 立 し て 研 究、 ま たそ れ に 基 づ く実 践 活動 が で き る 研究 者

を 育成 す る こ と を目 的 とし て 、 担 当 教員 を 定め て 研 究 指 導を 中 心に し た 学 修 ・研 究

活 動を 行 う 教 育 課程 を 編成 す る 。  

（ 養成 す る 人 材 像）  

第 ４ 条  本 研 究 科 が 養 成す る 人 材 像 は、専 攻が 構 成 す る コー ス ごと に 次 の と おり と す

る 。  

（ １）  言 語 文 化コ ー ス   

世 界各 国 ・ 各 地 域の 言 語に 対 す る 深 遠な 知 識、 異 文 化 に 対す る 深い 知 見 、 高 度 な

コ ミュ ニ ケ ー シ ョン 能 力を 持 っ た 人 材を 養 成す る 。  
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（ ２）  交 流 文 化コ ー ス  

国 際協 力 、 国 際 教育 、 ツー リ ズ ム 、 文化 と コミ ュ ニ ケ ー ショ ン など に 関 す る 理 論

的 研究 を 多 様 な 視点 ・ 視座 か ら 行 う ため の 分析 力 、 社 会 に潜 む 諸問 題 へ の 解 決 策

提 言な ど 社 会 貢 献が で きる 実 践 力 を 持っ た 人材 を 養 成 す る。  

（ 研究 科 長 ）  

第 ５ 条  研 究 科 に 、 研 究科 の 管 理 運 営を 統 括す る た め に 、研 究 科長 を 置 く 。  

２  研 究 科 長 の 選出 方 法に つ い て は 、別 に 定め る 。  

（ 研究 科 委 員 会 ）  

第 ６ 条  研 究 科 の 管 理 運営 に 必 要 な 重要 事 項を 審 議 す る ため 、専 任 教 員 を 構成 員 と す

る 研究 科 委 員 会 を置 く 。  

２  研 究 科 審 議 事項 、 各種 委 員 会 な ど研 究 科委 員 会 の 運 営に 関 して 必 要 な 事 項は 、 別

に 定め る 。 研 究 科委 員 会は 、 研 究 科 長が 招 集し 、 そ の 議 長と な る。  

３  研 究 科 委 員 会は 、委 員（ 海 外 出張 中 又 は 休 職中 の 者 を 除 く。）の ３分 の ２ 以 上 の出

席 がな け れ ば 、 議事 を 開く こ と は で きな い 。  

４  議 事 は 、 出 席委 員 の過 半 数 で こ れを 決 し、 可 否 同 数 のと き は、 議 長 の 決 する と こ

ろ によ る 。  

（ 授業 科 目 、 単 位数 及 び履 修 方 法 ）  

第 ７ 条  研 究 科 にお け る授 業 科 目、 単 位 数 及び 履 修 方 法 並び に 研究 指 導 は、 別 表 の と

お りと す る 。  

（ 指導 教 員 ）  

第 ８ 条  入 学 又 は進 学 を許 可 さ れ た 者に は 、指 導 教 員 を 定め る 。  

２  指 導 教 員 は 、２ 人 以上 と す る こ とが で きる 。  

３  前 項 の 場 合 に必 要 があ る と き は 、他 の 研究 科 の 教 員 を加 え るこ と が で き る。  

（ 研究 計 画 の 提 出）  

第 ９ 条  入 学 又 は進 学 を許 可 さ れ た 者は 、１ か 月 以内 に 研 究 計 画を 作 成 し、 所 属 す る

専 攻の 主 任 を 経 て研 究 科長 に 提 出 し なけ れ ばな ら な い 。  

（ 研究 計 画 等 の 提出 ）  

第 １ ０ 条  博 士 前 期 課 程に 入 学 を 許 可さ れ た者 は 、研 究指 導 教 員の 指 導 を 受 けて 研 究

題 目を 含 む 研 究 計画 を 作成 し 、 指 定 の期 間 内に 研 究 科 長 に提 出 し、 研 究 科 委 員会 の

承 認を 得 る も の とす る 。  

２  博 士 前 期 課 程修 了 まで の 要 件 に つい て は、 別 に 定 め る。  
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３  博 士 後 期 課 程に 入 学ま た は 進 学 を許 可 され た 者 は 、 前項 の 研究 計 画 を 博 士論 文 計

画 書と 読 み 替 え て、 同 様の 手 続 き を 経る も のと す る 。  

４  博 士 後 期 課 程修 了 まで の 要 件 に つい て は、 別 に 定 め る。  

（ 研究 指 導 実 施 報告 書 ）  

第 １ １ 条  博士 後 期 課 程に 在 籍 す る 学生 の 研究 指 導 の 実 績に つ いて は 、研 究 指 導 教 員

が 半期 ご と に 研 究指 導 実施 報 告 書 を 作成 し 、指 定 の 期 間 内に 研 究科 長 に 報 告 する も

の とす る 。  

（ 入学 前 の 本 学 大学 院 にお け る 既 修 得単 位 の認 定 ）  

第 １ ２ 条  学 生 が 研 究 科に 入 学 す る 前に 、本 大 学 院 に おい て 修 得し た 単 位 に つい て は 、

博 士前 期 課 程 の 修了 の 要件 と な る 単 位と し て認 定 す る こ とが で きる 。  

２  前 項 に よ る 単位 の 認定 方 法 に つ いて は 、研 究 科 委 員 会の 定 める と こ ろ に よる 。  

（ 他の 研 究 科 の 授業 科 目の 履 修 ）  

第 １ ３ 条  学 生 が 他 の 研 究 科 に お い て 授 業 科 目 を 履 修 し 修 得 し た 単 位 に つ い て は 、  

１ ０単 位 を 超 え ない 範 囲で 、 博 士 前 期課 程 の修 了 の 要 件 とな る 単位 と し て 認 定す る

こ とが で き る 。  

２  前 項 に よ る 単位 の 認定 方 法 に つ いて は 、研 究 科 委 員 会の 定 める と こ ろ に よる 。  

（ 学部 の 授 業 科 目の 履 修）  

第 １ ４ 条  学 生 は 、指 導 教員 の 承 認 を 得て 、学 部の 授 業 科 目 を履 修 する こ と が で きる 。

た だし 、 こ れ に より 修 得し た 単 位 に つい て は、 課 程 修 了 の要 件 単位 に は 含 ま ない も

の とす る 。  

（ 改廃 ）  

第 １ ５ 条  こ の 規 程 の 改廃 は 、研 究 科 委 員 会の 議 を 経 た 研究 科 長の 上 申 に よ り 、学 長

が 行う 。  

 

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ０ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ １ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ １ 年７ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  
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附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ２ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ３ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ４ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ５ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ６ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ７ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ８ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成２ ９ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成３ ０ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 平 成３ １ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 令 和３ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則  

こ の規 程 は 、 令 和６ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  
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